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令和８年４月３日  

 

 
別記団体    

 
 

国税庁長官官房参事官（納税者サービスＰＴ）      

総務省自治税務局市町村税課長     
 
 

令和９年１月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法の改正に係る周知について（依頼） 

 

 

 

 平素より、税務行政にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和７年６月13日閣議決定）において、行

政手続のオンライン化の推進により、住民等の利便性の向上や業務効率化を実現してい

くこととされており、国・地方公共団体を挙げて対応を進めているところです。 

令和９年１月以降、事業者の事務負担の軽減を目的として、給与所得の源泉徴収票の提

出方法が見直されることから、貴団体におかれましては、下記の事項について、別添の周

知用リーフレット（参考資料）をご活用いただき、貴団体を通じて事業者の皆様に周知し

ていただきますようご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

 

 

○ 制度改正（源泉徴収票のみなし提出の特例）の概要について 

令和５年度税制改正により、令和９年１月１日以後に提出すべき令和８年分以降の

給与所得の源泉徴収票（以下「源泉徴収票」といいます。）については、事業者の提出

事務の負担軽減を目的として、一定の事項が記載された給与支払報告書（以下「支払報

告書」といいます。）を市区町村の長に提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提

出したとみなされる（本紙において「源泉徴収票のみなし提出の特例」といいます。）

とともに、提出範囲が支払報告書に揃えられます。 

すなわち、支払報告書を市区町村に提出した場合には、源泉徴収票を税務署へ別途提

出する必要がなくなります。 

これまで、税務署には源泉徴収票、市区町村には支払報告書をそれぞれ提出する必要

があったことから、特に源泉徴収票や支払報告書を書面や光ディスク等で提出してい

御中 
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る事業者にとって大きな事務負担となっていましたが、本改正により、税務署への源泉

徴収票の提出が不要となります。 

源泉徴収票のみなし提出の特例について、国税庁ホームページに特設ページ（注）を設

け、本改正に係るFAQ（よくある質問）等を掲載します。また、周知用リーフレットに

ついても新たに作成し掲載します。 

 （注）https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm 

（特設サイト及びFAQは令和８年４月頃から順次公開します。） 

 

 

 

 

 

 

〇 eLTAXを利用した支払報告書の提出について 

支払報告書については、給与等の受給者の住所地等の市区町村に提出する必要があ

るところ、支払報告書をeLTAXにより一括提出することで、提出先の市区町村へ自動的

に振り分けられます。 

源泉徴収票や支払報告書を書面や光ディスク等で提出している事業者におかれまし

ては、源泉徴収票のみなし提出の特例を契機として、eLTAXにより支払報告書を提出し

ていただくことにより提出に係る事務の効率化が見込まれます。 

さらに、eLTAXにより提出することで、市区町村から送付される個人住民税特別徴収

税額通知を電子データで受け取ることができ、給与事務等の効率化に資するほか、令和

９年１月以降、支払報告書に記載された給与情報がマイナポータル連携の対象となる
（注）ことから、従業員が確定申告する際、マイナポータル連携により給与情報が自動で

入力されるため、入力ミスの心配もなく、簡単・便利に確定申告書を作成できるという

メリットがありますので、書面や光ディスク等からeLTAXによる提出への切り替えを是

非ご検討いただきますようお願いいたします。 

 eLTAXを利用した支払報告書の提出について、詳しくは、地方税ポータルシステム

（eLTAX）ホームページをご覧ください。 

また、給与情報のマイナポータル連携について、詳しくは、国税庁ホームページをご

覧ください。 

（注）給与情報を正しく連携するため、マイナンバー、氏名（カナ含む）、住所、生年月日等につい

ては、記載誤りや不備がないようご注意ください。 

 

 

 

制度改正の内容について 

（国税庁ホームページ） 

eLTAX の利用方法について 給与情報のマイナポータル連携

（国税庁ホームページ） （eLTAXホームページ） 
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（参考資料）源泉徴収票の提出方法が変わります（リーフレット） 

 

（別記） 

全国理容生活衛生同業組合連合会 

全日本美容業生活衛生同業組合連合会 

全国興行生活衛生同業組合連合会 

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 

全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会 

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 

全国麺類生活衛生同業組合連合会 

全国氷雪販売業生活衛生同業組合連合会 

全国食肉生活衛生同業組合連合会 

全国飲食業生活衛生同業組合連合会 

全国すし商生活衛生同業組合連合会 

全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会 

全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会 

全国中華料理生活衛生同業組合連合会 

全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会 

全国料理業生活衛生同業組合連合会 

公益財団法人全国生活衛生営業指導センター 

公益財団法人理容師美容師試験研修センター 

公益社団法人日本理容美容教育センター 

一般社団法人国際理容協会 

一般財団法人国際美容協会 

公益社団法人日本毛髪科学協会 

公益財団法人日本エステティック研究財団 

一般社団法人日本リネンサプライ協会 

一般社団法人日本ダイアパー事業振興会 

一般社団法人日本レジャーホテル協会 

公益社団法人日本サウナ・スパ協会 

一般社団法人日本バーテンダー協会 

一般社団法人日本ソムリエ協会 

全日本ホテル旅館協同組合 

公益社団法人日本建築衛生管理教育センター 

公益社団法人全国建築物飲料水管理協会 
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公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 

一般社団法人日本ダストコントロール協会 

公益社団法人日本プールアメニティ施設協会 

公益社団法人日本ペストコントロール協会 

公益社団法人全国水利用設備環境衛生協会 

公益社団法人全日本墓園協会 

特定非営利活動法人日本環境斎苑協会 

以上 

 

 
【連絡先】 

「制度改正（源泉徴収票のみなし提出の特例）の概要について」 

国税庁長官官房企画課納税者サービスPT 

担 当：松葉・関合 

myna_jyohorenkei@nta.go.jp 

 

「支払報告書について」 

総務省自治税務局市町村税課 

 担 当：康乗・舟根 

 shizei3@soumu.go.jp 

 


